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今月の納税
国民健康保険税（４期）

納期限

　９月３０日（水）
納期限内に納めましょう

未来に残そうバス・鉄道

【問い合わせ】
　本庁収税課　☎ 22-9612

　ご存知でしたか。日本で初めて
バスや鉄道が走った日を記念して、
９月２０日はバスの日、１０月
１４日は鉄道の日となっています。
　そこで、９月１２日（土）・１３
日（日）は、バスの日を記念して、
県内路線バスが大人半額、小児
５０円でご利用いただけます。（上
野コミュニティバス「しらさぎ」、
いがまち行政サービス巡回車、し
まがはら行政サービス巡回車、阿
山行政サービス巡回車、大山田行
政サービス巡回車「どんぐり号」
は対象外です。）
　公共交通の利用者は、マイカー
の普及などで減り続けていて、公
共交通の存続に影響を与えていま
す。バスや鉄道を利用することは、
公共交通だけではなく、美しい環
境も未来に残すことにつながるの
ではないでしょうか。これは、私
たちが普段の生活の中でできる未
来へのプレゼントになりますよね。
ぜひこの機会に公共交通の意義を
ご理解いただき、マイカー利用を
控え公共交通を利用いただきます
ようお願いします。
【問い合わせ】
　本庁企画調整課　☎22-9621

　

地域安全コーナー地域安全コーナー地域安全コーナー

９月１１日は
　「警察安全相談の日」

　

警
察
で
は
、
犯
罪
な
ど
に
よ
る

被
害
の
未
然
防
止
や
、
県
民
の
安

全
と
平
穏
に
つ
い
て
の
相
談
に
応

じ
て
い
ま
す
。

警
察
へ
の
相
談
電
話
は
、

○
警
察
総
合
相
談
電
話

　
「
☎
♯
９
１
１
０
」
ま
た
は
、

　

☎
０
５
９
・
２
２
４
・
９
１
１
０

の
２
種
類
あ
り
、「
☎
＃
９
１
１
０
」

は
、
全
国
共
通
の
警
察
相
談
専
用

電
話
番
号
で
す
。

　

そ
の
ほ
か
に
も
、

○
犯
罪
被
害
者
の
た
め
の
弁
護
士

に
よ
る
法
律
相
談
（
要
予
約
）

　

☎
０
５
９
・
２
２
１
・７
８
３
０

○
少
年
相
談
１
１
０
番
（
少
年
問

題
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
相
談
）

　

☎
０
１
２
０
・
４
１
７
８
６
７

○
暴
力
相
談
電
話
（
暴
力
団
に
関

す
る
相
談
・
組
抜
け
相
談
）

　

☎
０
５
９
・
２
２
８
・
８
７
０
４

○
国
際
事
犯
相
談
窓
口
（
外
国
人

の
犯
罪
被
害
に
関
す
る
相
談
）

　

☎
０
５
９
・
２
２
３
・
２
０
３
０

　

な
ど
が
あ
り
、
受
付
時
間
は
、

月
～
金
曜
日
（
祝
日
を
除
く
）
午

前
９
時
～
午
後
５
時
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　

ど
こ
に
相
談
し
た
ら
良
い
か
わ

か
ら
な
い
と
い
う
方
も
安
心
し
て

相
談
し
て
く
だ
さ
い
。　

【
問
い
合
わ
せ
】

伊
賀
警
察
署　

☎
21
・
０
１
１
０

名
張
警
察
署　

☎
62
・
０
１
１
０

お
知
ら
せ

【
と　

き
】　

11
月
15
日
㈰

乙
種
４
類　

午
前
10
時
～
正
午

消
防
本
部
予
防
課

危
険
物
取
扱
者
試
験
の
ご
案
内

【
と　

き
】

　

９
月
７
日
㈪
～
17
日
㈭

　

午
前
９
時
～
午
後
５
時

※
土
・
日
曜
日
を
除
く

※
９
月
15
日
㈫
は
、
午
後
９
時
ま

　

で
延
長

【
と
こ
ろ
】　

い
が
ま
ち
人
権
セ
ン

タ
ー　

ホ
ー
ル

【
テ
ー
マ
】

﹃
わ
た
し
た
ち
の
く
ら
し
に
活
き

る
国
際
人
権
条
約
﹄

　

国
際
的
な
場
で
制
定
さ
れ
た
人

権
条
約
は
、
私
た
ち
の
く
ら
し
に

大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。

　

こ
の
パ
ネ
ル
で
は
、
国
連
で
制

定
さ
れ
た
主
な
人
権
条
約
を
取
り

い
が
ま
ち
人
権
セ
ン
タ
ー

人
権
パ
ネ
ル
展

上
げ
、
私
た
ち
の
く
ら
し
に
ど
う

活
か
さ
れ
て
い
る
か
、
ま
た
、
活

か
し
て
い
く
べ
き
か
を
ま
と
め
ま

し
た
。キ
ッ
ズ
コ
ー
ナ
ー
用
に「
子

ど
も
の
権
利
条
約
」
に
つ
い
て
も

分
か
り
や
す
く
解
説
し
ま
し
た
。

　

差
別
の
な
い
社
会
を
目
指
す
た

め
に
は
、
差
別
に
対
し
て
ひ
と
り

で
も
多
く
の
方
が
、
正
し
い
知
識

を
つ
け
、
自
分
に
何
が
で
き
る
か

を
考
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
で

す
。
パ
ネ
ル
を
通
じ
て
人
権
と
は

ど
の
よ
う
な
も
の
か
改
め
て
考
え

て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

い
が
ま
ち
人
権
セ
ン
タ
ー

☎
45
・
４
４
８
２ 

℻
45
・
９
１
３
０

　

午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

丙
種　

午
前
10
時
～
11
時
15
分

【
と
こ
ろ
】

　

伊
賀
市
勤
労
者
福
祉
会
館

【
願
書
受
付
場
所
】　

㈶
消
防
試
験

研
究
セ
ン
タ
ー
三
重
県
支
部

（
☎
０
５
９
・
２
２
６
・
８
９
３
０
）

【
願
書
受
付
期
間
】

　

９
月
16
日
㈬
～
30
日
㈬

※
願
書
は
、
消
防
本
部
・
各
消
防

　

署
・
各
分
署
に
あ
り
ま
す

■
危
険
物
取
扱
者
試
験
予
備
講
習

会
︵
乙
種
第
４
類
対
象
︶

【
と　

き
】　

10
月
28
日
㈬

　

午
前
９
時
～
午
後
５
時

【
と
こ
ろ
】

　

中
消
防
署
西
分
署
２
階
会
議
室

【
申
込
期
間
】

　

10
月
１
日
㈭
～
26
日
㈪

【
定　

員
】　

80
人

【
申
込
先
・
問
い
合
わ
せ
】

　

消
防
本
部
予
防
課

☎
24
・
９
１
０
３ 

℻
24
・
９
１
１
１
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本
庁
市
民
生
活
課

い
つ
も
、
い
っ
し
ょ
。

だ
か
ら
、
一
生

動
物
愛
護
週
間「
９
月
20
日
〜
26
日
」

本
庁
人
権
政
策
課

全
国
一
斉
「
高
齢
者
・
障
害

者
の
人
権
あ
ん
し
ん
相
談
」

　

動
物
愛
護
週
間
は
〝
動
物
の
愛

護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
〟
で

毎
年
９
月
20
日
～
26
日
と
決
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
、
こ
の
法
律
の
中
か
ら

ペ
ッ
ト
の
飼
育
に
関
す
る
こ
と
を

紹
介
し
ま
す
。

【
法
律
の
目
的
】

　

動
物
の
虐ぎ

ゃ
く
た
い待を

防
ぎ
、
動
物
を

愛
護
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
命
を

大
切
に
す
る
心
豊
か
な
社
会
を
築

く
と
と
も
に
、
動
物
を
た
だ
か
わ

い
が
る
だ
け
で
な
く
正
し
く
飼

い
、
動
物
に
よ
る
人
へ
の
危
害
や

周
辺
へ
の
迷
惑
を
防
止
す
る
。

【
飼
い
主
の
責
務
】

　

飼
い
主
は
、
所
有
者
と
し
て
の
責

任
が
あ
り
ま
す
。
ペッ
ト
の
健
康
と

安
全
を
守
る
と
と
も
に
、
ペッ
ト
が

人
の
身
体
や
財
産
に
危
害
を
加
え

た
り
、
糞ふ

ん
に
ょ
う尿や
毛
な
ど
で
周
囲
に
迷

惑
を
及
ぼ
し
た
り
し
な
い
よ
う
に
努

め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、

む
や
み
に
繁
殖
さ
せ
る
こ
と
の
な
い

よ
う
な
措
置
（
不
妊
手
術
な
ど
）

を
取
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

【
虐
待
の
禁
止
】

　

ペ
ッ
ト
を
殺
し
た
り
傷
つ
け
た

り
す
る
こ
と
や
、
わ
ざ
と
餌
や
水

を
与
え
な
か
っ
た
り
捨
て
た
り
す

る
こ
と
は
、
こ
の
法
律
で
禁
じ
ら

れ
て
い
ま
す
。
違
反
す
る
と
罰
せ

ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

人
と
動
物
の
よ
り
よ
い
関
係
を

め
ざ
し
て
、
適
正
な
飼
育
を
お
願

い
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

伊
賀
保
健
所
衛
生
指
導
課

　
　
　
　
　
　

☎
24
・
８
０
８
０

　

本
庁
市
民
生
活
課

　
　
　
　
　
　

☎
22
・
９
６
３
８

　

高
齢
者
や
障
が
い
者
を
め
ぐ
る

さ
ま
ざ
ま
な
人
権
問
題
の
解
決
を

図
る
た
め
の
取
組
を
強
化
す
る
た

め
、
全
国
一
斉
「
高
齢
者
・
障
害

者
の
人
権
あ
ん
し
ん
相
談
」
強
化

週
間
を
実
施
し
ま
す
。

【
強
化
週
間
】

　

９
月
６
日
㈰
～
12
日
㈯

【
相
談
受
付
時
間
】

●
平
日

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
７
時

●
土
曜
・
日
曜

　

午
前
10
時
～
午
後
５
時

【
相
談
場
所
】　

津
地
方
法
務
局

【
相
談
電
話
】

　

☎
０
５
９
・
２
２
８
・
４
７
１
１

【
問
い
合
わ
せ
】

　

津
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

　

☎
０
５
９
・
２
２
８
・
４
１
９
３

本
庁
総
務
課

定
額
給
付
金
の
申
請
期
限
ま

で
あ
と
１
カ
月
で
す
！

　

伊
賀
市
定
額
給
付
金
の
申
請
受

付
は
10
月
１
日
ま
で
で
す
。
そ
の
後

申
請
を
さ
れ
て
も
、
定
額
給
付
金

を
給
付
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
の

で
、
ま
だ
申
請
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、

期
間
内
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
な

お
、
申
請
書
が
お
手
元
に
届
い
て
い

な
い
場
合
や
記
入
方
法
な
ど
ご
不
明

な
点
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

本
庁
総
務
課

☎
22
・
９
６
０
１ 

℻
24
・
２
４
４
０

　

配
偶
者
な
ど
か
ら
の
暴
力
（
Ｄ
Ｖ

＝
ド
メ
ス
テ
ィッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
）

の
被
害
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
生
活
の

拠
点
を
市
外
や
市
内
の
別
の
場
所

に
移
し
、
居
所
が
加
害
者
に
発
覚

す
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
住
所
異
動

や
世
帯
分
離
な
ど
の
手
続
き
を
行

う
こ
と
が
で
き
ず
、
定
額
給
付
金
・

子
育
て
応
援
特
別
手
当
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
方
に
対
し
、

こ
れ
に
相
当
す
る
額
を
生
活
支
援

給
付
金
と
し
て
支
給
し
ま
す
。

　

平
成
21
年
２
月
１
日
（
支
給
基

本
庁
こ
ど
も
家
庭
課

Ｄ
Ｖ
被
害
者
等
生
活
支
援
給

付
金
に
つ
い
て

秋の全国交通安全運動実施！
【運動期間】
　９月２１日～３０日
【運動の基本】
○高齢者の交通事故防止
【運動の重点】
○夕暮れ時と夜間の歩行中・自
　転車乗用中の交通事故防止
○全ての座席のシートベルトとチ
　ャイルドシートの正しい着用の
　徹底
○飲酒運転の根絶
【問い合わせ】
　本庁市民生活課
　☎２２－９６３８

本
庁
下
水
道
課

９
月
10
日
は「
下
水
道
の
日
」

　

下
水
道
は
、
私
た
ち
が
日
常
使

う
洗
濯
や
お
風
呂
、
台
所
や
ト
イ

レ
か
ら
の
汚
れ
た
水
を
、
下
水
道

管
を
通
し
て
下
水
処
理
場
へ
運

び
、
微
生
物
な
ど
の
働
き
を
利
用

し
て
き
れ
い
な
水
に
し
て
自
然
に

還
元
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
雨
が

降
っ
た
と
き
に
は
、
雨
水
管
を
通

し
て
雨
水
を
速
や
か
に
川
な
ど
に

流
し
、
浸
水
か
ら
街
を
守
っ
て
い

る
地
域
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
下
水
道
は
、
私
た

ち
の
快
適
で
衛
生
的
な
生
活
を
確

保
す
る
だ
け
で
な
く
、
河
川
な
ど

の
公
共
用
水
域
の
水
質
保
全
に
大

き
な
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
下
水
道
施
設
を
長
く
、
快

適
に
お
使
い
い
た
だ
く
た
め
、
次

準
日
）
に
お
い
て
、
こ
の
生
活
支

援
給
付
金
の
給
付
対
象
と
な
る
方

は
、
申
請
に
必
要
と
な
る
書
類
を

お
送
り
し
ま
す
の
で
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。
な
お
、
申
請
期
間
は
９
月

１
日
～
12
月
１
日
で
、
給
付
申
請

に
は
、
裁
判
所
な
ど
で
Ｄ
Ｖ
被
害

者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

の
添
付
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

【
提
出
先
・
問
い
合
わ
せ
】

　

本
庁
こ
ど
も
家
庭
課

☎
22
・
９
６
５
４ 

℻
22
・
９
６
４
６

の
こ
と
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

①
油
を
流
さ
な
い

②
自
然
に
や
さ
し
い
洗
剤
を
使
う

③
髪
の
毛
な
ど
、
排
水
管
が
詰
ま

　

る
よ
う
な
も
の
を
流
さ
な
い

　

こ
の
「
下
水
道
の
日
」
を
機
に

一
人
ひ
と
り
が
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

本
庁
下
水
道
課

☎
22
・
９
８
２
１ 

℻
22
・
９
８
３
６


